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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、広く社会から信頼される企業を目指しており、経営の効率性、健全性の向上と透明性を確保し、公正な企業活動を基本方針

として企業価値を継続的に高めていくことを重要課題としております。今後も、株主をはじめとする投資家、お取引先の皆様にとって魅力ある

企業でありますように、企業価値の向上を図るべく経営を推進してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　政策保有株式】

政策保有株式は、個別銘柄ごとの採算性・収益性や中長期的に当社の企業価値の向上に資するかという点を検証して、原則、取締役会で決定

しております。また、個別銘柄ごとに、定期的に保有の是非を取締役会で検討し、保有に合理性が認められないと考える銘柄については縮減する
など見直しております。

見直しの結果、2019年度においては、2社削減、1社縮小しました。

議決権行使は、発行会社の中長期的な企業価値増大につながる適切な意思決定を行っているか、当社の保有方針に適合するかなど、総合的に
勘案して決定しております。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

当社は、取締役会規程で取締役が競業取引を行う場合や利益相反取引を行う場合には、取締役会の承認を要することになっており、取引を

実施した時は、遅滞なくその取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならないことになっております。また、取締役が実質的に

支配する法人や主要株主等と当社が取引を行う場合にも、取締役会の承認と事後の報告を要することになっております。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

従業員等への給付の支払いを将来にわたり確実に行うため、リスク管理に重点を置きつつ、安全かつ効率的な資産運用を旨とし、当社の拠出金
負担力を前提とした、低リスク運用に主眼を置き、必要とされる総合収益を長期的に確保することを運用の方針としています。年金制度の管理

担当部門を中心として、資産運用の経験、知識を持った社員を含めた年金運用委員会にて、運用方針を毎年見直しています。

【原則3-1　情報開示の充実】

（1）当社の経営理念や経営戦略、経営計画は、有価証券報告書、中期経営計画「Denyo2020」等にて開示を行っております。

（2）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、コーポレートガバナンス報告書で開示を行っております。

（3）取締役の報酬は、基本報酬と賞与で構成されており、基本報酬は従業員給与比率、他社報酬水準等を考慮し役位別に定める取締役報酬

　　 基準（従業員の最高給与額の2.0～3.6倍程度）に基づき、各取締役の役位毎の役割や責任、業務遂行実績等の評価により決定しておりま

す。　　 賞与は連結ＲＯＥが規定水準を超過した場合に、連結当期純利益に一定の比率を乗じて賞与ファンドを算定し、各取締役の業務遂行実績

等

　　 の評価に基づき決定しております。2015年度より、各取締役の当該賞与支給額の一定割合を自己株式にて支給する「取締役株式給付制度」

　　 を導入しております。取締役の報酬は、株主総会で承認された取締役報酬総額の範囲内において、その分配を取締役会で決定することを

　　 定めております。各取締役の具体的な報酬の決定にあたっては、代表取締役および社外役員からなる指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申

　　 を得て決定しております。

（4）取締役及び監査役の選任は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会の承認を得て、株主総会の決議により決定することを定めて

　　 おります。指名・報酬諮問委員会は、取締役・監査役候補の選考において、役員の欠格事由・兼任禁止規定、社外取締役の社外性等の

　　 法的要件に留意し、人格並びに識見共に優れ、職責を全うできる者を選考することを定めております。取締役の解任は、取締役がその職責

　　 を十分に全うしていないと認められる場合、指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を得て取締役会で決議し、株主総会に付議することと

　　 します。

（5）当社の経営に適任と考える者をその都度、取締役・監査役候補者としております。なお、株主総会において取締役の選解任および監査役の

　　 選任を提案する場合には、招集通知においてその理由を記載いたします。

【補充原則4-1（1）】

取締役会では、法令上の取締役会付議事項と社内規程で取締役会付議事項と定める、当社及びグループ全体の経営の基本方針等の重要

事項について決定しており、具体的な業務執行の決定は、経営陣が決定しております。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

独立性の判断は、金融商品取引所が定める独立性基準を充足していることを前提に、当社が独自に策定した独立性基準を充足しているか

どうかで判断しております。当社において独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ

次の各号いずれにも該当しない者を言います。

（1）過去10年間に、当社及びその子会社の業務執行取締役もしくは執行役員またはその他の使用人（以下、「業務執行者」という。）であった者

（2）当社の総議決権の10％以上を保有する株主またはそれが法人等の団体である場合は、その業務執行者である者

（3）主要な取引先（どちらかが連結売上高の2%以上の支払いをしている）の業務執行者である者

（4）当社またはその子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者

（5）当社またはその子会社から、役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

　　会計専門家または法律専門家である者または当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者



（6）当社またはその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付等を受けている団体の業務執行者である者

（7）上記2～6について直近に終了した過去5事業年度のいずれかにおいて該当する場合

（8）配偶者または二親等以内の親族が1から7までのいずれかに該当する者。

　　なお、社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しております。

【補充原則4-11（1）】

取締役会での実質的かつ活発な議論を可能にするため、取締役会の定員は定款により10名以下と定めております。取締役会の構成は、

営業・開発・生産・管理・品質管理などの各部門・部署より、知識・経験・能力などのバランスを考慮して選任しております。

社外取締役・社外監査役は専門性の高い知識・経験を有し、当社の成長に向けて積極的な意見を期待できる人材を候補者としております。

【補充原則4-11（2）】

取締役及び監査役の重要な兼職の状況は、株主総会招集通知を通じ、毎年開示しております。なお、本報告書提出日現在の他の上場会社の

兼職状況は下記の通りです。

社外取締役　武山　芳夫

株式会社エックスネット　社外取締役

社外監査役　山田　昭

ブラザー工業株式会社　社外監査役

株式会社アミファ　社外取締役

社外監査役　山上　圭子

アステラス製薬株式会社　社外取締役

【補充原則4-11（3）】

当社は、全ての取締役及び監査役を対象に、①取締役会の構成、②企業の目的、③運営状況の有効性、④議論の有効性、⑤会議資料の

有効性、⑥リスク認識、⑦ステークホルダーとの関係の各項目について、アンケート調査を実施し、その結果について取締役会において十分な

議論を行い、実効性の分析・評価を行いました。

2019年度に関する分析・評価の結果、項目ごとの達成度に多少の差異はあるものの、実効性は担保されていることが確認されました。

但し、「指名・報酬諮問委員会の審議事項」や「中長期的な経営課題に対する議論活性化」などに関し、有意義な提案がありましたので、

これらを踏まえ、引き続き改善を進め、取締役会の実効性の更なる向上を図ってまいります。

【補充原則4-14（2）】

外部セミナーへの派遣や、顧問弁護士による役員向け社内研修会開催などを通じて、トレーニングを行う方針としております。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

株主や投資家に対しては、決算説明会を半期に１回開催すると共に、IR担当取締役を選任し、経営企画室をIR担当部署として定め、株主から

の対話の申込みに対しては、原則全て、対応する方針としております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社久栄 1,417,400 6.54

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,199,300 5.53

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託

みずほ銀行口再信託受託者　資産管理サービス信託銀行株式会社
1,088,714 5.02

第一生命保険株式会社 872,200 4.02

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 774,526 3.57

デンヨー親栄会 630,865 2.91

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 613,600 2.83

株式会社鶴見製作所 543,227 2.50

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 540,355 2.49

株式会社クボタ 500,900 2.31

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明



1、当社は、従業員の福利厚生サービスとして自社の株式を給付する、「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」および、当社取締役に対する株式報酬制度

　　「取締役株式給付制度」として「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しており、これらの信託の受託者であるみずほ信託銀行株式会社から再信託を

　　受けた、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が当社株式774千株を保有しております。

2、2020年4月7日付でシンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ（シンガポール）ピーティーイー・リミテッドから大量保有報告書の提出があり、

　　2020年3月31日現在で当社株式を次のとおり保有している旨の報告を受けておりますが、当社として2020年3月31日時点における実質所有

　　株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　　なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

　　氏名又は名称　　　：シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ（シンガポール）ピーティーイー・リミテッド

　　住所　　　　　　　　　：シンガポール　048624、UOBプラザ　＃24-21、ラッフルズ・プレイス80

　　保有株券等の数　 ：1,196千株

　　株券等の保有割合：5.23％

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

高田　晴仁 学者

武山　芳夫 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

高田　晴仁 ○ ―――

取締役高田晴仁氏は、慶應義塾大学大学院

法務研究科教授です。

大学院教授としての専門的知見と幅広い見識

を有しており、これらを経営の監督に発揮して

いただけると判断したため、選任しました。

武山　芳夫 ○

武山芳夫氏は、2015年3月まで第一生命
保険株式会社常務執行役員を務めていま
した。当社は同社との間に保険業務の取
引関係があります。

取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社
や第一生命情報システム株式会社の役員を

務めた経歴があり、実業界における高い見識

と豊富な経営経験を有しております。

また、当社社外監査役の経歴も有し、当社の

業務内容にも精通しております。

これらを経営の監督に発揮していただけると

判断したため、選任しました。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

6 0 2 2 0 2
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

6 0 2 2 0 2
社内取
締役

補足説明

指名・報酬諮問委員会の構成は、代表取締役および社外役員としております。

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任・解任、監査役の選任、代表取締役の選定・解職、取締役の具体的な報酬に

関する事項等について審議し、答申を行うものとしております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人の連携状況

監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施して

いるかを監視すると共に、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち積極的に意見および情報の交換を行い、監査効率の

向上に努めております。

監査役と内部監査部門の連携状況

当社は、内部統制手段として社内規程等の整備を図り、業務実施に際しての適正な管理を行うと共に、社長直属の監査室を設け、専任6名が

全事業所の会計監査と業務監査を実施しております。会計監査と業務監査の結果は、取締役に報告し、被監査部門に対しては改善事項の

指導を行い実効性のある監査を実施しております。

監査室が事業所監査を行う際に常勤監査役が同行して監査を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

山田　昭 弁護士

山上　圭子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者



b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山田　昭 ○ ―――

監査役山田昭氏は、弁護士です。

弁護士としての高い見識と豊富な経験を

有しております。

これらを生かし、客観的・中立的な立場

ならびに専門的見地から監査いただける

と判断したため、選任しました。

山上　圭子 ○ ―――

監査役山上圭子氏は、弁護士です。

最高検察庁検事などの要職を歴任後、

弁護士として企業法務に携わっており、

高い見識と豊富な経験を有しております。

これらを生かし、客観的・中立的な立場

ならびに専門的見地から監査いただける

と判断したため、選任しました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は、業績連動型報酬として、役員賞与と株式報酬を導入しております。

2015年6月26日開催の第67回定時株主総会において、当社は、取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入を決議いたしました。

本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落

リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており、

取締役の報酬限度額（年額300百万円以内）の内枠で、既存の賞与の一部を株式報酬で支給するインセンティブプランです。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明



2019年度の役員報酬の内容は、取締役11名で　216百万円、監査役6名で　53百万円です。

但し、取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人給与相当額21百万円は含んでおりません。

報酬には、役員賞与引当額66百万円（取締役7名に対し62百万円、監査役2名に対し4百万円）が含まれております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬については、株主総会の決議により限度額を決定しており、各取締役の報酬額は、指名・報酬諮問委員会の諮問・答申を得て、

取締役会で決定しております。

なお、当社は内規において、取締役の基本報酬の決定・改定・減額等の方針および役員賞与の決定等の方針について定めております。基本

報酬は、従業員給与比率、他社報酬水準等を考慮し役位別に定める報酬基準（従業員の最高給与額の2.0～3.6倍程度）に基づき、各取締役の

役位毎の役割や責任、業務遂行実績等の評価により決定しております。

役員賞与は、連結ＲＯＥが規定水準を超過した場合に、連結当期純利益に一定の比率を乗じて賞与ファンドを算定し、各取締役の業務遂行

実績等の評価に基づき決定しております。

なお、当社は、社外取締役を除く取締役の当該賞与支給額の一定割合を自己株式にて支給する「取締役株式給付制度」を導入しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会資料は、原則として事前配布し、社外取締役及び社外監査役が十分に検討する時間を確保しています。また、決議事項のうち

特に重要な案件については、決議を行う取締役会より前の取締役会において、討議を行っています。これにより決議に至るまでに十分な

検討時間を確保すると共に、討議において指摘のあった事項を、決議する際の提案内容の検討に生かしています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・当社の取締役会は、社外取締役2名を含む取締役9名で構成しており、取締役会は重要な経営に関する意思決定を行うと共に、取締役の

　職務執行の監督機能を十分に発揮しており、現行体制をより一層望ましい姿にするための検討を常に行っております。また、独立性が高い

　社外取締役を加えることで、より監督機能の強化を図っております。

・当社は、執行役員制度を導入しております。また、執行役員が出席する経営会議を設置しております。

・当社グループにおいても、各社の取締役は重要な経営に関する意思決定を行うと共に、グループ経営を円滑に進めるために各社の社長が

　出席するグループ経営会議を設置しております。

・代表取締役は、監査役4名と定期的に会合し、内部統制の整備状況などについて意見交換を行っております。

・当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計に関る監査を受けております。

　直近事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。

　業務を執行した公認会計士の氏名　指定有限責任社員、業務執行社員：伊集院　邦光、大枝　和之

　会計監査業務に係る補助者の構成　公認会計士2名、その他9名。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は現在、取締役9名（うち2名は社外取締役）で構成される取締役会と、監査役4名（うち2名は社外監査役）で構成される監査役会から成る

監査役会設置会社としておりますが、当社の現在の規模等から判断して最も相応しい経営形態と考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の3週間前に発送しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知の参考英訳を作成し、東京証券取引所および当社ホームページに掲載して

おります。

その他
和文招集通知は、当社ホームページのhttp://www.denyo.co.jp/ir/shareholders/に、

英文招集通知（要約版）は、http://www.denyo.co.jp/english/ir/financial_report/に

それぞれ掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社は、ディスクロージャーポリシーとして、情報開示の基本方針、

情報開示の方法、沈黙期間の設定などホームページに掲載して

おります。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

中間期と期末の年2回開催 あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、

報告書、アニュアルレポートなどを掲載しております。

http://www.denyo.co.jp/ir/　

IRに関する部署（担当者）の設置
ＩＲ担当部署名：経営企画室

ＩＲ担当役員：取締役常務執行役員 管理部門長　兎澤俊哉

ＩＲ事務連絡責任者：上席執行役員 経営企画室長　田辺誠

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、環境保全が重要課題であると認識し、環境と調和した事業活動を積極的に推進
する

ことを環境方針として掲げ、ISO14001を取得いたしました。今後も継続的な環境保全活動
を

進めると共に、取り組み状況を環境報告書にて報告してまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、広く社会から信頼される企業を目指しており、経営の効率性、健全性の向上と透明性を確保し、公正な企業活動を基本方針として

企業価値を継続的に高めていくため、内部統制システムを整備し運用することが経営上の重要な課題であると考え、次のとおり内部統制

システムの基本方針を整備してまいります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）倫理綱領に則り、取締役及び使用人は、法令、定款、経営理念その他の社会的規範等を遵守し公正な企業活動を行うこととする。

　　 また、本綱領の内容の徹底を図るためコンプライアンス担当取締役を任命し、経営企画室が中心となってコンプライアンスプログラムの

　　 整備及び教育等を実施し、周知徹底を図るものとする。

（２）コンプライアンスの充実のため社内外の研修を積極的に活用し、意識の維持・向上を図ることとする。

（３）コンプライアンス相談窓口を経営企画室に設置すると共に、顧問法律事務所に相談窓口を設置しコンプライアンスに関する事項のほか、

　　 幅広く相談を受付け、迅速な対応をとれる体制を整えることとする。

（４）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制として、倫理綱領の行動基準の中に、法令や社会規範等を誠実かつ謙虚に

　　 遵守するだけでなく、違法行為や反社会的行為は動機の如何を問わず行わず、またそれを許さないという基本姿勢を定めるものとする。

　　 また、リスク管理規程の中で対応の手順を定めると共に、対応窓口を設定して平素より顧問弁護士、警察署などと密接な連携をとり、

　　 速やかに対処できる体制を整備するものとする。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

（１）文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、保存及び管理する。

（２）取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとし、その体制を整備するものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）リスク管理規程に則り、取締役、使用人等が協力して不正行為や法令違反行為を未然に防ぎリスクを回避する体制、及び万一重大な

　　 リスクが発生した場合、被害を最小限にくいとめる体制を整備するものとする。

（２）リスク管理の業務を遂行するリスク管理オフィサーを設置し、リスク管理委員会に業務の遂行状況を報告するものとする。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）職務権限規程で、代表取締役、取締役、執行役員、使用人等の責任と権限を明らかにして業務の円滑かつ効率的運営を確保し、

　　 取締役会は、会社経営の基本方針、法令で定められた事項、及び取締役会規程に定められた決議事項を決定するものとする。

（２）取締役、監査役及び執行役員によって構成される経営会議で、業務執行に関する個別経営課題を実務的に協議するものとする。

５．財務報告の適正性を確保するための体制

（１）当社及びグループ各社の取締役は、適正な財務報告書を作成することが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であることを

　　 認識すると共に、財務報告の適正性を確保するため全役職員に対し、定期的な諸会議を利用して周知徹底を図るものとする。

（２）当社及びグループ会社は、財務報告書の作成過程において虚偽記載並びに誤謬等が生じないよう会計システムの見直しを進め

　　 実効性のある内部統制を整備するものとする。

６．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）連結グループ会社も内部統制システムを整備し、リスク管理体制、コンプライアンス体制がグループ全体に適用され業務の適正を確保

　　 するものとする。

（２）グループ会社の管理については、関係会社管理規程を定め管理する体制とする。

（３）コンプライアンスに関する相談、通報については、当社窓口を直接利用できる体制とする。

７．監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　監査役は、監査室の使用人と緊密に連携し、必要に応じて補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとする。

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　前号の補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分は、取締役と監査役が意見交換を行い、監査役会の同意を得るものとする。

９．当社の取締役及び使用人等並びに子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

　　体制

（１）当社の取締役及び使用人等並びに子会社の取締役及び使用人等は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した

　　 ときは、直ちに、当該事実を監査役に報告するものとする。

（２）監査役の職務遂行のため、当社の取締役及び使用人等並びに子会社の取締役及び使用人等は、会社経営及び事業運営上の重要事項

　　 （コンプライアンス及びリスクに関する事項、その他内部統制に関する事項を含む）、並びに業務執行の状況及び結果について監査役に

　　　報告するものとする。

（３）監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査役は、代表取締役、会計監査人と定期的に会合をもち、お互いに意思の疎通を図り、積極的に意見及び情報の交換を行なうものとする。

（２）連結グループ会社の監査役とグループ監査役会を定期的に開催し、各社の活動や監査結果の報告を通じて意見及び情報の交換等、

　　 連結グループ会社との連携体制の確立を図るものとする。

（３）監査役がその職務について、費用の前払い等の請求をしたときは、監査の業務に必要でないと明らかに認められるときを除き、その費用を

　　 負担する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、グループ社員の行動指針を定めた「倫理綱領」の中で、法令や社会的規範等を誠実かつ謙虚に遵守するだけでなく、違法行為や

反社会的行為は、動機の如何を問わず行わず、またそれを許さないという基本姿勢を定めております。



リスク管理規程の中で対応の手順を定めると共に、総務部が対応窓口として平素より顧問弁護士、警察署などと密接な連携をとり、反社会的

勢力に関する情報を収集・管理しています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

2018年6月28日開催の当社定時株主総会において、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社発行済

株式数の20％以上の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新することを決議いたしました。

当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

株式会社の支配権の移転を伴う買付を受け入れるか否かは、最終的に当該時点における株主の皆様に、当社の経営理念及び経営戦略を

ご理解頂いた上で、適切にご判断頂くべきものと考えております。

本対応策につきましては、当社ホームページに掲載しております。

http://www.denyo.co.jp/

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

・内部統制システムの基本方針を2006年5月2日の取締役会で決議いたしました。

　コーポレートガバナンス体制については、今後も充実していくことが必要と認識し、コンプライアンス担当役員の設置及び社内規程の

　見直し等を随時実施しております。

・<適時開示体制の概要>

　当社は、経営理念の中で投資家・取引先、そして社会から信頼される会社になることを要項に掲げております。

　会社情報の開示につきましては、積極的に適時開示を行うことを基本姿勢としており、内部情報に関する管理基準等を定めた内部情報

　管理規程を定め、これに則って重要事実等の会社情報の適時開示を行っております。

　当社は会社情報の適時開示に以下のように対応しております。

　(1)情報の集約・管理は経営企画室長とします。

　(2)情報の重要性の判断等は、経営企画室長と管理部門長、当該担当部等で適時開示規則等に準じて協議します。

　(3)証券取引所の定める会社情報の適時開示は、取締役社長の指名する情報取扱責任者である管理部門長が担当します。






